
と地球を守りたい気持ち

だけ

必要なのは

一歩踏み出す勇気

「地球温暖化対策の推進に関する法律」第37条に基づき、知事の委嘱により地域における地球温暖化

対策に関する活動を無償で行うボランティアです。

＊推進員の募集については、当センターが神奈川県から業務委託を受けて募集しています。

委嘱期間：2026.4.1～2027.3.31

地球温暖化防止活動推進員とは？



神奈川県では、脱炭素社会の実現に向けて、2030年度
までに温室効果ガスの排出量を2013年度と比較して、

50％削減することを目標としています。

・日常生活で地球温暖化対策を実践する

・地域の方や周囲の知人に対し、地球温暖化に関する普及啓発や情報提供、その他の協力をする

・地球温暖化防止活動に関する研修の受講する（新たな知見や活動のヒントが得られます）

・各市町村で開催される環境関連イベントへの参加

・年１回の活動報告書・活動計画書の提出 など

ご自身のできることからはじめていただければ大丈夫です

第14期は、185人の方が 県知事から委嘱 を受けて活動中です
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